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地域公共輸送における"市 場 の失敗"現 象への対応

斎 藤 峻 彦

概要 本論文 は地域公共交通政策の策定理念や運用 に関す る内外格差が顕著であ ることの原

因 として,交 通企業の 自立採算原則を重視 したわが国の伝統的な地域公共交通政策 と地域公

共輸送 に表れが ちな"市 場の失敗"現 象への対応を重視 した先進諸外国のそれ との格差 に着

目し,そ れぞれの得失 について検討を加え る。 さらにわが国の地域公共輸送 にお ける"市 場

の失敗"現 象が地方部だ けでな く大都市圏 にも表れ るようにな った近年の状況を諸例を用 い

て解説 し,地 方都市の都市づ くり政策 と連動 した公共輸送の再生あ るいは大都市 にお ける快

適通勤の実現な ど,地 域公共交通政策の基本的課題 に対応す るには公 と民の間の合理的な連

携 システ ムの構築が重要であ ることを論 じる。
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公 と民の連繋

Abstract This paper discusses the factors in Japan which induced a large inside-

and-outside difference concerning local public transport policies in economically ad-

vanced countries. As compared with Japan, in which a self-supporting principle of 

transport companies has been regarded as most important even in the local public 

transport market that has various kinds of unprofitable businesses, most advanced 

foreign countries have had sufficient concerns about an effective correspondence to 

market failure phenomena arising in their local transport markets. However, re-

cently in Japan, some kinds of problems for local public transport have begun to be 

unsolvable due to the conventional Japanese way of considering transport policy. 

The achievement of comfortable train commuting in metropolitan areas and the re-

vitalization of public transport in local cities suffering from the blighted inner-city 

problem are a good example of problems which cannot be solved without public as-

sistance for transport companies. It also necessitates private-and-public partner-

ship for reaching their goals. The purpose of this paper is to clarify the subjects 

and the policy methods used by Japanese governmental policy for local public trans-

port, related to the possibility of the phenomenon of market failure arising.

Key words self-supporting principle, market failure, comfortable train commuta-
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は じ め に

先進諸国の交通政策を眺めると,交 通政策の基礎的な構造を表す部分において先進国に

共通 して観察される共通項のような領域が存在する。たとえば先進諸国において一般の道

路や街路インフラはほとんど例外な く公共財として公的部門により提供される一方で,競

争が支配的な交通サー ビス市場においては,程 度の差はあれ,政 府による経済的規制の軽

減や撤廃が推進されてきた。航空管制については民営化の可能性に関する議論はあるもの

の,道 路であれ鉄道であれ,ほ とんどの社会において交通管制は交通システムの中で最 も

市場的供給にな じみにくい性質を有する領域として位置づけられている。

一方,先 進諸国の交通政策のなかで政策の中身やそれに関わる政策理念が国によって大

きく異なるような領域 も存在する。 日本と日本以外の先進諸外国の格差が大きいという点

に注目すれば,内 外格差が最 も顕著であるのは地域公共交通政策の領域であろう。内外格

差は少 しずつ狭め られているとはいえ,大 都市の通勤鉄道や地方都市鉄道のような地域公

共輸送関連の交通政策に関 してはむ しろ日本が際だった個性を有 し,先 進諸外国との格差

が 目立つ交通政策領域 となっている。このような内外格差を もたらした原因の1つ とし

て,わ が国の地域公共交通政策においては交通企業の自立採算原則が重要視 される一方

で,地 域公共輸送において生 じがちな"市 場の失敗"現 象に対する対応が十分に認知され

てこなかったという事情を挙げることができる(1)。

本論文では1～2節 において,わ が国の地域公共交通政策の特徴と内外の格差を生む要

因について論 じ,3～4節 ではわが国の地域公共交通政策に起こっている最近の変化と今

後の課題を,ま た5～6節 においてはこうした政策課題の性格づけを"市 場の失敗"現 象

を絡ませなが ら論 じ,さ らにわが国で も避けられな くなった市場の失敗現象への対応を公

と民の連携一責任と費用分担関係一の構築 を中心に論 じる。

1.地 域公共交通政策における内外格差

わが国の地域公共交通政策の大きな特徴は,公 共輸送を運営する交通企業の採算原則一

その大半が企業の利潤獲得を前提 としたcommercialismの 原則 が交通政策や交通投資

(1)先 進 諸 外 国 で は 交 通 政 策 にお け る公 的 助 成 の 要 因 に"市 場 の 失 敗"一 平 均 費 用 逓 減,外 部 性 の 要

因 な ど を 位 置 づ け るの は ご く一 般 的 で あ る。 例 え ばMallard&Glaister[2008]pp.122-123.
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計画の前提とされてきたことである。私企業の自立採算(self-supporting)原 則と公企業

の収支均等(breaking-even)原 則のちがいはあるものの,運 賃規制政策にしろ不採算現

象を救済するための公的助成政策にしろ,わ が国の地域公共交通政策が最 も重視 してきた

政策の前提条件は地域輸送を行う交通企業の採算原則であった。一方,先 進諸外国の地域

公共輸送においてはcommercialismの 原則にもとつ く交通企業運営の事例がかな り少な

いばか りか,交 通政策においては企業の採算原則よりも公的負担政策の中身が重要な位置

を占あてきた。

このような内外格差を もた らしている要因の1つ として,諸 外国では地域公共輸送に携

わる私企業の役割がわが国に比べ格段に小さいという事情がある。とくに大都市の通勤通

学輸送を行 う交通企業には,わ が国の私鉄,JR旅 客,私 営バスなどにあたる私企業はほ

とんど存在 しない。私企業が公共輸送を行う場合で も,公 共輸送の運営に関わる意思決定

は政策当局が行い,外 注や競争入札を通 して私企業が一定の契約にもとづき公共輸送の運

行にあたるようなケースが多 くを占める。コンセ ッション方式(2)も地域公共輸送への私企

業の参入を想定するが,こ れ もまた一定の交通政策のフレームの中で私企業が限定的な役

割を果たす事例であり,純 粋なgoing-concernで ある私企業の存在を交通政策の前提に

据えるというわが国のような状況とは大きく異なる。

先進諸外国の地域公共輸送が以前か ら商業的な交通企業経営の将外に置かれてきたかと

言えばそうではない。交通企業の運営難の時代を経て地域公共輸送を行ってきた多 くの私

企業が公有化政策の対象とされ,今 日のような産業組織の特徴を もつにいたったと見るほ

うが適切である。 しか し近年,EU諸 国を中心に,地 域バス輸送等に対する需給調節型の

参入規制を撤廃 し,私 企業の自由な市場参入を推進 しようとする交通政策の事例が増えて

いる。競争原理や競争的市場原理が機能する領域においては私企業の能力や市場機構の有

効な作用をできるだけ生かそうとする考え方が地域公共交通政策において大きな影響力を

持つようになったか らである。

とはいえ,先 進諸外国におけるこのような変化は地域公共交通政策の基本理念が 日本型

のそれに接近 している現象を表すわけではない。 日本では地域公共輸送を行う交通企業の

採算原則が重視されるのに対 し,諸 外国では関係自治体(ま たは複数の自治体にまたがる

意思決定機構)が 設定する交通政策の目標の達成度が重視される傾向がつよい。目標の中

(2)地 域公共輸送関連 のconcession方 式 には さま ざまな形態が あるが,例 えば都市通 勤鉄道の整

備を民 間企業 に委 ね(企 業の選抜 は競争 入札な ど),公 的部 門に譲渡す るまでの一定 期間,当 該

企業 にイ ンフラ保 有 と公共輸送 の運 営を任す(BOT方 式)よ うな事例が代表 的である。スペイ

ン ・マ ドリッド市の事例 につ いて詳 しくは斎藤[2007B]pp.45-46を 参 照せよ。
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身は個々のケースで異なるけれども,共 通項を探すとすれば,諸 外国の地域公共交通政策

において公共輸送が多面的に関係する"市 場の失敗"現 象に対応することが重視されてい

るという言い方ができるであろう。例えば,大 量の通勤輸送を行う都市の公共輸送はピー

ク需要に対応 したサー ビス供給能力持つことを社会か ら求め られ,効 率性に優る供給施設

能力の選択が不自由であるたあ,商 業的な交通企業経営にはな じまないとするのが諸外国

の共通認識となっている。

また 日本では公共輸送の終夜運行を行う都市は皆無であるのに対 し,諸 外国の多 くの都

市では鉄道やバスの24時 間運行が行われる。顕在需要の規模に照 らせば公共輸送の終夜運

行は市場の失敗に相当する可能性が高いものの,そ れにも関わ らず終夜運行が選択される

のは,上 記の意思決定機構を介 し地域公共輸送に対 し交通政策以外の何 らかの政策的な位

置づけが与え られることを反映 している。社会政策(少 数者のモ ビリティ確保)上 の位置

づけ,都 市の競争力確保に関わる戦略的な位置づけ(国 際 ビジネス機能を支える機能)な

どが代表的であろう。

これに対 し日本では三大都市圏の鉄道輸送人員(2005年 度)の76%を 私企業である私鉄

とJR本 州3社 が賄っている。私企業化の途上にある東京地下鉄㈱の分を加えれば大都市

鉄道輸送における私企業グループの輸送分担率は実に87%に 達する。わが国の大きな特徴

は,大 都市公共輸送の多 くを私企業が賄っているというだけでな く,大 都市の鉄道輸送の

大半を商業的な運営に委ねているという点にある。さらに大都市の鉄道輸送に関する日本

の交通政策の成果が,1)正 確で高頻度の輸送サー ビス,2)公 的補助な しで実現される

合理的な運賃水準(3),3)効 率的な交通企業経営,で ある点に着 目すれば,地 域公共交通

政策に関する内外格差はいっそう戴然とした ものとなる。

都市鉄道に限 らず,日 本の鉄道旅客輸送の多 くが恵まれた市場条件の下にあるという状

況は内外格差を もた らす原因としては最 も重要な要素であろう。好市場条件と効率的かつ

積極的な企業経営体質を組み合わせることによりわが国の大都市輸送において確固たる地

歩を築いてきたのが大手私鉄や準大手私鉄と呼ばれる私鉄グループである。大手私鉄企業

に代表される私鉄型の鉄道企業経営を筆者は 「日本型鉄道経営」と呼び,そ の特徴につい

ては他の文献(4)において詳述 したので小論では省略するが,都 市や地域の公共輸送の運営

(3)"合 理的"の 表現 は,競 争市場 にお ける他の消費財 との価格体系の中で都市鉄道の運賃が消費者

に対 して と くに高水準の印象を与えない状況を意味 してい る。諸外国では運営費補助金の投入 に

より公共交通運賃 と価格体系の調整が行われ るが,日 本で は一般的でない。ただ し近年の 日本で

は地方都市 を中心 に公的負担 を前提 に公共輸送 の運賃抑制 をはか る交通政策(100円 バスな ど)

が各地 に広が りを見せてい る。

(4)斎 藤[1993]皿 章を参照せ よ。
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に携わってきた 日本の私鉄企業の優秀性がわが国の交通政策や経済社会に与えた影響は決

して小さくなかった。それは国鉄民営化後のJR各 社による経営改革の牽引役を果た した

だけでな く,先 進諸国の中に類例を見ない,わ が国独自の地域公共交通政策の支持基盤を

提供 してきたか らである。

2.日 本の地域公共交通政策の伝統的基盤

世界の先進国の中では特異ともいえる日本の地域公共交通政策の特徴を もた らしてきた

のは,上 述のように民間に多数の優秀な交通企業が存在 したか らであった。地域公共輸送

に携わる交通企業に対 し政府が伝統的な(自 然独占規制タイプの)運 賃料金規制を加える

というわが国の現行の交通政策の構造は,そ れだけで今 日の先進国における交通政策の潮

流か ら大きく外れていると言える。

もちろん,わ が国の交通政策が全面的に世界の潮流か ら外れているわけでな く,地 域公

共輸送を行う鉄道輸送や地域バス輸送に対する伝統的な数量(需 給調整)規 制型の参入規

制はすでに廃止 され,市 場退出規制 も大幅に緩和された(5)。しか し,鉄 道や乗合バスに対

する運賃規制は存置され,上 限運賃規制の導入など政策の運用面での規制緩和は導入され

た ものの,大 手私鉄,JR旅 客会社,乗 合バス企業に適用される運賃規制政策の本体は伝統

的な自然独占型規制の様式をそのまま留あている。すなわち運賃認可の対象である基本運

賃率は総括原価方式(6)にもとついて算出され,営 業費はヤー ドスティック競争の査定を受

け,運 賃改定手続きもほぼ自然独占時代のままの厳格さを残 している。このような運賃規

制政策は企業別運賃(運 賃水準や制度)を もた らすけれども,そ れはわが国の地域公共政

策の存立基盤が交通企業の採算原則に置かれていることを物語っている。

交通企業における採算原則の重視は,農 村部など地方を中心に実施されてきた不採算輸

送に対する政府の公的助成政策の特徴にもあてはまる。モータリゼーションによる大幅な

乗客減に当面 した農山村や地方都市の公共輸送に対 し政府が公的助成政策を開始 したのは

地方中小私鉄が1965年 度か ら,地 域バス輸送が1972年 度か らであった。爾後,最 近に至る

まで不採算公共輸送に対するわが国の公的助成政策は何度かの制度変更を伴った ものの,

その間政府が一貫 して重視 してきたのは交通企業の採算原則であり,不 採算路線の存続に

(5)旅 客鉄道事業,乗 合バス事業 に対す る規制緩和 はそれぞれ2000年3月,02年2月 に実施 され,

と くに退 出規制は認可制か ら事前届出制(鉄 道 は1年 前,バ ス は6カ 月前)へ と緩和 された。

(6)総 括原価 の算 出方法 として,大 手私鉄 ・JR旅 客各社の場合 は レー トベース方 式を用い,中 小

私鉄やバ ス企業の場合 は費用積み上げ方式を用い るという相違があ る。
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関わる公的助成政策 も補助対象や補助の要件を厳密に規定するという"特 定補助"制 度(7)

を介 して実施されてきた。そればか りか,公 的補助財源の膨張抑制をはかるため,わ が国

では交通企業の内部補助の作動による不採算路線の存続 に期待をかける傾向が観察 され

た。

たとえば2000年 度以前の過疎バス路線の存続に対する政府の公的助成制度(旧 制度)に

おいては当該バス企業の財務状況(赤 字計上や低配当)お よび当該地域でバス輸送を行う

企業数(企 業統合の程度)が 補助金の受給資格や補助金の交付額を左右する条件とされ,

内部補助の作動や企業統合による内部補助の財源強化に期待が補助制度の中に組み入れ ら

れていた(8)。JR旅 客各社は今 日でも多 くの不採算路線を運営す ると見 られるが,そ れ ら

の存続に関わる公的助成政策は存在 しない。とくに私企業化され自立採算原則の下で経営

を行うJR本 州3社 の場合,不 採算路線の運営が各社の内部補助によって支え られている

と思われる現在の状況は交通政策の合理化 ・近代化の点で問題を残 している。

地域公共輸送の不採算路線の存続政策については先進諸外国において も試行錯誤や紆余

曲折の過程(9)があったものの,交 通企業の内部補助に関 しては一貫 してこれを排除する方

針が交通政策の前提条件とされるようになってすでに久 しい。内部補助の排除は公共交通

の競争力保持のたあだけでな く,交 通市場への参入条件であるオープンアクセス ・ルール

の公平規準にも関わる基本的要件として位置づけられているか らである。不採算路線の存

続政策においてす ら公的助成を前提とした競争的参入(補 助金をあ ぐる競争入札等)の 政

策手法が広 く導入 されている(1①。これに比べ,わ が国における交通企業の採算性の重視は

交通政策の経済的な存立基盤の点で古典的な性質を有 し,依 然として内部補助に対する政

策理念が曖昧なままとなっている状況は自然独占時代の交通政策の名残 りを表 していると

言える。

(7)地 域交通政策 に関す る権限 ・責務の地方委譲 一地域化 一政策 は,地 域交通 に関連 した中央政府

補助金を 中央政府が定めた特定の使途 に限定 した特定補助方式か ら,中 央政府補助金の配分を地

方政府の裁量 に委ね るとい う一般補助方式への転換を伴 うのが普通で ある。特定補助方式 と一・般

補助方式の比較 については斎藤[1996]pp.227-229.

(8)過 疎バ ス補助を大半を 占めた第二種生活路線補助(1972～2000年 度)の 補助要件 は,バ ス会社

の赤字計上 ・低い株式配当率 とされ,さ らに車両購入費補助お よび運営費補助 に関 しては,全 国

を89ブ ロックに分 けブロックごとのバ ス企業数の多寡 に応 じて補助率を変え るとい う差別型の公

的補助が実施 された。わが国の不採算公共交通政策の経緯 と課題 につ いて は斎藤[2005]を 参照

せ よ。

(9)公 的補助政策の積極的な展開は交通企業 にお ける経営非効率や意欲低下の問題を もた らし,そ

の後の競争的参入(入 札制等)の 導入政策 につなが った。寺 田一薫[2002]pp。70-74,斎 藤[2005]

PP.7-9.

⑩ 最先端をゆ く英国 にお ける政策的経緯,政 策の経済理論的検討,制 度の展開(改 善)過 程な ど

につ いて寺 田一薫[2002]第2部,3～4章,田 邊勝 巳 ・加藤i浩徳[2000],田 邊勝 巳[2000]

を参照せ よ。
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3.政 策モデルにおける大都市型と地方型の二分構造

交通企業経営における採算原則の重視はそれ自体が交通企業の経営効率性を改善させる

動機づけを含むことか ら,地 域公共輸送に携わる優良な交通企業を 日本全国に輩出する点

で効果があった。ヤー ドスティック競争を組み込んだ運賃規制の手法ql)も交通企業の経営

効率化努力を促進させる要因として作用 した。そのような実績に欠ける先進諸外国におい

ては,公 共輸送の運営企業を選別する手段として競争入札制を導入 した り,あ るいは既存

の運営企業の経営効率性や輸送業績をチェックする評価 ・点検(監 視)制 度の強化や精密

化が地域公共交通政策の重要な部分を占めている。とはいえ,地 域公共輸送に携わる日本

の交通企業がいかに優良とはいえ,そ れ らの多 くが公共輸送の供給面における不採算現象

に当面するようになったことは事実である。わが国の交通政策上の問題点は,地 域公共輸

送に関わる不採算要因が以前に比べ多様化 しかつ複雑な性質を もつようになったため,従

来の採算原則重視の政策フレームの中に収まりにくい交通政策上の課題が大きく増加 した

という点である。

鉄道や地域バス輸送を対象とするわが国の地域公共交通政策は,単 純化すれば,つ い近

年まで大都市型と地方型の政策モデルか らなる二分構造の特徴を有 していた。

大都市型の政策モデルは,大 量高密輸送市場を背景に独占的要素を有する交通企業に対

して伝統的な経済的規制を課す一方で,社 会が必要とする輸送力増強や新線建設など大規

模な投資行動が企業の採算性に抵触するような状況に対 しては公的助成政策を講 じること

により企業の投資行動を誘導するという政策モデルである。乗客離れが進み,多 くの交通

企業が需要減に伴う運営難や財政難に当面 している地方部において も交通企業の採算原則

を前提に経済的規制が加え られ,必 要に応 じて設備の近代化や不採算輸送の存続に関わる

公的助成が実施された。地方輸送を行う不採算鉄道輸送の廃止や交通企業の合併統合例は

少な くなかった ものの,地 域に根付いた長い歴史を有する交通企業の多 くが今 日で もロー

カルな公共輸送に携わっているという点に,わ が国の地域公共交通政策の特色を見いだす

ことができる。

上述のように,大 都市型の政策モデルにおいて政府は総括原価主義にもとつ く厳格な運

⑪ 運営費の査定 に用い られ るヤー ドステ ィック方式の下で,鉄 道の適正原価は各社の実績原価の

回帰分析 を通 して大手私鉄,JR,地 下鉄の3グ ループ別 に算 出され,バ スの場合 はブロ ック別

平均原価を標準(適 正)原 価 と してい る。鉄道の場合,実 績原価 く適正原価であ る場合は差額の

半分は プロフィ ット・シェア リングの対象 とされ利用者 に還元 され る。
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賃規制を行うかたわ ら,採 算性との両立や開発利益を見込むことが困難な地下鉄や大規模

な公的住宅地を結ぶ鉄道新線の整備に対 して資本(建 設)費 補助を行ってきた。ただ私鉄

やJR各 社など私鉄系が行 う設備投資は公的助成の適用外 とされたため,大 都市の鉄道シ

ステム形成が順調に行われる部分 とそうでない部分 との格差が生まれた。後者の例 とし

て,関 西圏における私鉄幹線の都心部における路線延伸の遅れ(都 市鉄道の路線網に重大

な ミッシングリンクが生まれた(②)や東京圏における私鉄近郊路線の輸送力整備の遅れ(詰

あ込み輸送だけでな く列車同士の混雑が引き起こす速達性の低下を招いた)な どの事例を

挙げることができる。このような例は,都 市鉄道における輸送力の整備投資が必ず しも投

資計画の社会的経済的評価にもとつ く優先順位に即 して実施されてきたのでな く,交 通企

業の経営形態のような副次的な指標により大きな影響を受けてきたことを物語っている。

地方の政策モデルにおいて も大都市の場合と同様,鉄 道 ・バス運賃に対する運賃規制が

加え られる一方で,地 方中小私鉄の場合は設備の近代化(取 替えや省力化,踏 切近代化)

投資が公的助成の対象とされ,地 域バスの場合は一定要件を充たす不採算路線の存続に関

して車両購入費と運営費に対する公的助成が実施されてきた。ただ し,規 制と補助を二本

柱とするこのような両にらみ型の交通政策は地方部の公共輸送の将来をどう展望するかと

いう政策理念づ くりに関しては中立的とならざるを得ず,公 共輸送の活性化 とか再生と

いった政策目標を打ち出すことには不向きな性質であった。例えば採算性を要件とする運

賃規制の継続は需要縮小に伴う公共交通運賃の高水準化現象を招 く原因とな り,そ れが再

び乗客離れを加速するという悪循環を もた らした。とりわけ数量(需 給調整)規 制が廃止

される以前においては,鉄 道にしろバス輸送にしろ,不 採算路線の存続に関 して企業の採

算原則とは別の視角にもとつ く効果的な対策を講 じる余地はきわめて狭小であった。

4.二 分構造の変化 と市場の失敗現象への対応

近年の 日本では地域公共交通政策に関する上述の二分構造が徐々に崩され,大 都市型と

地方型の中間に政策モデルに関する新領域が形成されつつある。変化を生んだ原因の1つ

は,京 阪神圏や名古屋圏の都市輸送を行う鉄道企業の経営環境が1990年 代以降長期にわた

り悪化 し続け(③,これら2つ の大都市圏における従来の大都市型政策モデルの有効性が低

⑫ その理 由や最近の ミッシング リンクの状況 につ いて は斎藤[2009]pp.5-7を 参照せ よ。

⑱1991～2005年 度の15年 間 に京阪神圏の鉄道輸送人員 は9%減 少 し,と くに大手私鉄5社 の輸送

人員 は25%減 という大 幅な減少 とな った。 同時期 の東京 圏にお ける鉄 道輸送人員 は3%増 加 し

た。
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下 したという点である。いま1つ の原因は,鉄 道 ・バス輸送に対する数量規制の廃止およ

び退出規制の緩和が実施され,さ らに地方都市における中心市街地の衰退化現象が顕著に

なったことか ら,公 共輸送の再生や新 しい公共輸送システムの導入に積極的に取 り組 もう

とする地方自治体が全国各地に表れるようになった現象である。

これ ら2つ の原因は相互に独立的であるが,交 通企業の採算原則か ら一歩脱却 した新種

の地域公共交通政策モデルの導入を必要としている点で共通性を有 している。さらに両者

は,わ が国の地域交通政策が十分に認識 してこなかった市場の失敗現象につよい関わ りを

有 している点に注意 しなければな らない。

京阪神圏や名古屋圏の鉄道輸送が当面 している問題は,長 期的な需要規模の低落現象を

背景に従来の大都市型政策モデルの立脚基盤が弱体化 したという点である。既存型の政策

モデルはいわば"右 肩上が り"の 政策モデルの特徴を有 し,鉄 道企業の採算条件を充足 し

なが ら輸送サー ビスを質量両面で漸進的に改善 していくというのが政策モデルの基本理念

であった。 しか し両大都市圏ではこの種の右肩上が りの政策モデルを支える基盤が弱体化

したため,快 適通勤をめざす輸送力整備投資はおろか,バ リアフリー対策やホーム ドア整

備など小ぶ りの設備投資の場合ですら,採 算性 との両立の困難性に直面す るようになっ

た。この種の困難性は,公 共交通離れの抑制やマクロ経済的な価格体系との整合などの点

か ら鉄道運賃の上方改定が困難に直面 しているという状況により増幅されている。

両大都市圏が当面 している昨今の状況は地方都市輸送を行う私鉄各社が以前か ら当面 し

てきた問題と構造的に類似 している。例えば,1日1kmあ たり平均輸送密度3,000～7,000

人程度の市場条件の下で鉄道輸送を行う地方中小私鉄の事例に即 して言えば,私 鉄企業の

大半は効率的経営に徹することにより堅調な鉄道運営を維持 しているものの,そ の多 くは

サー ビス改善投資を行う余力に乏 しく,さ りとて企業財政の改善を運賃改定に求めること

も困難という状況に直面 している(14)。平均輸送密度が3,000人を下回ると,商 業的な鉄道経

営の基盤は一挙に弱体化 し,鉄 道輸送の継続を社会が求める場合は公的支援や存続のため

の新 しいスキームの策定の必要性が高 くなる。

両大都市圏の鉄道企業および地方中小私鉄に見 られる以上の2つ のケースは,鉄 道企業

の財政制約の下で社会が求あるサー ビスの品質改善や施設の更新に関わる投資を実現させ

ることが困難となっている状況を表 している。大都市部では運賃改定により設備投資の資

金を獲得する可能性は残されるものの,価 格体系に対する配慮を欠 く運賃改定は公共輸送

ω2005年 度のデー タにもとつ く。平均輸送密度 に関す るこれ らの指標の意味や地方中小私鉄の経

営問題,交 通政策上の課題な どについて,詳 し くは斎藤[2007A]を 参照せ よ。

-457(457)一



第7巻 第1号

サービスの競争力を削ぎ,長 期的には公共交通システムのサステイナビリティを損なう原因

とな りうる。鉄道輸送の改善や更新に関わるこれ らの投資活動はむ しろ経済学で言う市場

の失敗現象に該当すると判断 し,交 通政策として適切な解決策を講 じることが必要である。

ただ し市場の失敗現象を過大に解釈 してはな らない。上述の平均輸送密度3,000人/km・

日未満の鉄道輸送のような事例は,地 域公共交通政策の二分構造に従えば,地 方型政策モ

デルに入れるべき典型的な事例である。すなわち,鉄 道需要規模が小さいため運営難問題

を避けることがむずか しく,サ ー ビスの存続には公的助成など何 らかの外部支援を講 じる

ことが不可避とされるケースである。 しか しなが ら,鉄 道輸送を費用節約効果の大きいバ

ス輸送 に転換することが可能な場合は,代 替的な公共輸送の利用可能性を想定できるた

め,鉄 道輸送の不採算は必ず しも市場の失敗現象とはな らない。む しろ供給費用の性質か

ら理論上の市場の失敗には該当 しにくいものの,市 場の失敗に類する現象は過疎地を中心

とする地域バス輸送市場において表れる傾向がつよい⑮。ただし注意すべきは,低 輸送密

度の不採算鉄道輸送や低乗客密度の不採算バス路線の問題を安易に市場の失敗現象に絡め

て議論すると,か えって問題解決の本質を誤 らせる原因にな りかねないという点である。

運賃収入が運営の直接費を下回るような純粋不採算サー ビスの存廃問題はソーシャル ・ミ

ニマム政策のような国民(住 民)生 活の最小限の品質保持に関わる視点あるいは分配政策

の視点を取 り入れて議論することが適切であり,ク ラブ財型の価格制度の導入か ら無料バ

ス運行のような地方公共財的な供給方式にいたるまで,公 共輸送の存続手法に関わる選択

肢は比較的豊富である。

5.市 場 の失敗現象 に相 当する3つ の政策課題

地域公共輸送において生 じうる市場の失敗現象の必要条件を平均費用逓減,十 分条件を

代替財の欠如(供 給面における独占性)と すれば,以 下のような3つ の可能性を想定でき

る。

① 大都市通勤輸送における大規模な輸送力整備

② 地方都市における新 しい都市鉄道の導入または大規模なシステム改善

③ バス転換が不適当と判断される場合(後 述)の 不採算鉄道輸送の存続

⑮ バス事業の生産関数 に関す る実証的研究の多 くが平均費用逓増を結論づ けるものの,過 疎バ ス

路線の ように市場需要規模が著 しく小 さい場合 には少量の乗客離れ により乗客単位あた り費用が

増大 し不採算化の原因 とな る現象が生 じる。 これ は産 出量の少ない平均費用の逓減局面 において

生 じる現 象で あ り,交 通 政策の議論 にお いては市場 の失敗 に類す る現 象 と して見 ることがで き

る。

-458(458)一



地域公共輸送における"市 場の失敗"現 象への対応(斎 藤)

わが国の大都市型の政策モデルがこれまで市場の失敗に相当する政策課題にうまく対応

してきたのは1)公 営 ・第三セクターなどが行う地下鉄 ・NT鉄 道等の整備に対 して公

的助成を行 う一一方,こ れ らの鉄道事業運営に関わる採算原則の独立性を確保 したこと,

2)私 鉄 ・JR系 鉄道企業の ピーク対応投資に関しては公的助成に代わる間接的な公的支

援や投資誘導政策⑯が措置されてきたこと,3)ピ ーク時を中心とした詰め込み混雑を伴

う大量高密輸送の実現により企業の借入金の償還が順調に進み投資 リスクの軽減効果がも

た らされたこと,の3つ の要因に負うところが大きい。 しか し,市 場の失敗現象を防止す

る機能において効力の高かった3)の 要因は,上 述のように大阪圏や名古屋圏においてす

でに弱体化 し,さ らに東京圏において も右肩上が りの需要に対する悲観的な見通 しか ら私

鉄 ・JR系 の鉄道企業が大規模な輸送力増強投資を実行することは容易でな くなった。 し

か し,鉄 道需要の減少が原因であれ大規模な輸送力整備によるのであれ,大 都市の ピーク

時の鉄道輸送を快適通勤に近づけるという目標自体が大都市の公共輸送における市場の失

敗現象を呼び寄せる要因を意味する点を理解 しなければな らない。

地域輸送を行 う鉄道輸送の場合 と同様,光 熱 ・水道等の生活関連サー ビスにおいても

ピーク時混雑に伴うサー ビスの品質低下一電圧や水圧の低下一の問題が生 じる。代替財が

十分でないという理由か ら,こ れ らの生活関連サー ビスについて も供給者が ピーク需要対

応のための大規模な設備投資を求め られる可能性が高い。ただ し光熱 ・水道事業において

は二部料金制の価格設定を通 じて企業の採算性が確保されるのが一般的である。周知のよ

うに,平 均費用逓減の世界において生 じがちな市場の失敗現象を防止する方法として完全

配賦費用にもとつ く二部料金制の導入が有効とされる。さらにピークロー ド・プライシン

グの導入 も投資 リスクを低減させる点で効力を発揮する。同 じ平均費用逓減型の供給者の

中で交通関係の供給者が市場の失敗現象に当面 しやすいのは,公 共輸送においては供給者

と需要者グループ間の"閉 じた"関 係を作ることが技術的にむずか しく,二 部料金型の価

格制度を導入することが困難だか らという見方が成立つ。

二部料金制度に代わ りうるのはラムゼイ価格型の差別価格形成であろうが,そ れによっ

て企業の採算性が充足される可能性は独占市場の保有の程度に左右されるという自己撞着

に陥る。む しろ競争的価格に近づければ近づけるほど交通イ ンフラの設備投資が もた らす

利用者便益の一部は外部経済効果として第三者に転移 しやすい性質を もつと考えれば,こ

の種の外部経済効果については 技術的外部経済効果を含あ 交通投資に対する公的負担

⑯ 旧 ・日本鉄道建設公団(現 ・鉄道 ・運輸機構)に 建設工事を委託す る場合 に適用 され る政府の

利子補給制度,政 府系金融機関(現 在 は政策投資銀行)に よる低利の融資制度,将 来投資の資金

調達を運賃収入で前受 けす る制度(特 特制度),各 種の税の減免措置,な どであ る。
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の合理性を裏付ける経済学的な論拠として位置づけるほうが適切であろう。

一方,地 方都市の場合,新 しい交通システムの導入や大規模な公共交通の改善施策は中

心市街地の活性化や地域生活環境の改善といった都市政策との緊密な関係の下で実施され

る場合が少な くない。公共輸送が活発であることとコンパク トシテイと呼ばれる中心市街

地が元気な高密型都市構造との間にはつよい因果関係がはた らくことがわが国で も広 く理

解されるようになったためである(1の。三大都市圏や地方中枢都市はもちろん,地 方中核都

市の中にも古 くか ら公共輸送が活発で,新 車両の導入や駅施設の改良など積極的な設備投

資を行ってきた都市の事例が存在する。バス輸送が活発な都市を含め,こ うした地方都市

の多 くは昔ながらの活気のある中心市街地を保有 しているq8)。他方,す でに公共輸送の乗

客離れが進み中心市街地の衰退現象に悩んでいる都市の中には,こ れ らの地方都市をモデ

ルとして公共輸送と中心市街地の再生プロジェク トに取 り組む都市が表れはじめ,そ の数

は徐々に増加 している。

とはいえ,路 面鉄軌道など新規の公共交通システムを導入する場合はもちろん,既 存の

鉄道を存続させ輸送サー ビスの充実をはかろうとする場合において も,こ れ らの公共輸送

改善施策の推進と交通企業の採算性は非両立の関係に立つ可能性が高い。採算性の要件か

ら高水準の運賃設定を行えば,公 共輸送の再生プロジェク トの効力は大きく減退 して しま

う。このような政策実現領域 もまた市場の失敗現象に該当する可能性が高いと見て交通企

業 と地方 自治体の連携や協力関係を築き,交 通政策の目標達成に向かい戦略的な政策ス

キームを構築することが必要とされる。

そのほか,鉄 道離れが進み交通企業側がコス トの安いバス転換を希望するものの,通 勤

通学輸送対応などの点でバス転換が困難とされるような場合の鉄道存続策 も市場の失敗現

象の1ケ ースに該当すると考えてよい。この場合,バ ス転換を妨げる直接的な要因は平均

費用逓減型の鉄道と平均費用逓増型のバスという2種 類の交通手段の間に存在する"交 通

ギ ャップ"と 呼ばれる技術的経済的な空白領域である。 しか し,交 通ギ ャップを発生させ

る要因の1つ が鉄道輸送の採算性という点にある以上,ギ ャップを埋めるために必要とな

る鉄道の存続政策には公的支援スキームや鉄道運営事業と鉄道イ ンフラ事業の分離(上 下

分離)な ど,公 と民の責任分担(費 用分担)体 制の策定に関わる新 しい政策スキームの構

⑰ 代表的文献 と して北村隆一[2004](と くに8章)。 欧米では1960年 代か らこの問題 に関す る論

争が繰 り広げ られた。代表的文献 と してMeyerJ.R.[1965](マ イヤー他,井 上孝訳[1970])。

⑱ 松山市,長 崎市,金 沢市,鹿 児島市,浜 松市な どの事例が よ く知 られ る。 また最近の富 山市の

ように,コ ンパ ク トシテ ィづ くりと中心市街地の再生をめ ざし公共交通 システ ムの抜本的な再構

築 に取 り組む地方都市 も表れ,同 市 のLRT導 入 や公共交通運賃政策 に関わ る財 源スキー ムづ く

りは地域公共交通の活性化 ・再生 に関わ る政府政策の新展開(2007年 度以降)に も少なか らぬ影

響を与えた。
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築が不可欠とされる。

6.新 しい動 きと取 り組むべ き課題

通勤通学輸送を行う地域公共輸送にはピーク需要対応の輸送力整備に関わる交通政策課

題が絡み,さ らに人々の 日常生活に密着 した輸送を行うため,運 賃政策 もさまざまな政治

的 ・行政的な関心の下に置かれやすい。その点に配慮すれば,日 本の地域公共輸送の大き

な部分が私鉄などの私企業に委ね られ,ま たそうでな くとも企業の採算原則を重視 した地

域公共交通政策が今 日まで継続されてきたことは特筆に値すると言っていい。一方,先 進

諸外国の地域公共交通政策においては公的負担に裏付けられた詰め込み混雑のないピーク

輸送力の整備,お よび高率の運営費補助や各種の公的補填により裏打ちされた政策的な運

賃水準や運賃制度の実践が重視されてきた。小論の論法に従えば,諸 外国の交通政策は高

品質の地域公共輸送の実現という目標達成において生 じがちな市場の失敗現象に対する認

識に即 した性質を持つ ものと言える。

半面,諸 外国においては日本の地域公共輸送に見 られる効率的で優秀な交通企業経営と

は全 く反対の現象,す なわち交通事業運営におけるX一 非効率現象や補助金に使われる公

的財源の浪費問題に悩まされてきた。今 日,EU諸 国はEU共 通交通政策に即 して地域公

共輸送の運営に関する効率性の点検 ・監視システムの精密化や品質基準の充足に関わる賞

罰制度を導入 し,ま た列車運行事業の市場参入にさいしてはオープンアクセス ・ルールの

下で補助金入札制などを導入 し,優 秀で意欲のある交通企業の選抜を行うたあの競争シス

テムの構築を推進 している⑲。

これとは対照的にわが国が当面 している問題は,従 来の政策フレームや手法では十分対

応できな くなった地域公共輸送上の課題に取 り組むための新たな政策手法を考えることで

ある。大規模投資を必要とする大都市における快適通勤の実現や地方都市における公共交

通システムの再生,さ らに公共輸送へのモーダルシフ トを狙った運賃政策などはいずれも

従来型の採算性重視の政策フレームの下では十分な対応が困難な政策課題である。これ ら

の課題に取 り組むには,そ れぞれのテーマに従って市場(企 業と乗客)の 対応能力とそれ

を補完するための外部(市 場外)能 力を結合させ,両 者間の合理的な責任 ・費用分担シス

⑲ ただ し競争 的参入政 策がすべ て成功 してい るわ けではな い。英 国の地域バ ス輸 送の例 でいえ

ば,競 争的参入政策を採用 しなか った ロン ドン都市圏 と中央政府 に従 って競争的参入政策を採用

した非 ロン ドン圏 との比較分析を行 ったPrestonの 研究 によれば,公 的補助 ・補填比率の低下 と

い う指標以外の指標(運 賃水準,サ ー ビス産出量,乗 客数,運 営費)に お いて ロン ドン都市圏の

ほうが大 きな政策成果を もた ら した としてい る。Preston,J.[2003]pp.163-167
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テムを構築することが欠かせない。

21世紀初頭に行われた規制緩和政策を背景に,今 日のわが国では公と民の連携 ・協力体

制の下で地域公共輸送の活性化に取 り組 もうとするさまざまな政策スキームづ くりが全国

各地で進み,従 来の方式の下では市場の失敗に陥る可能性が高かった政策課題を中心に地

域公共交通政策に関する新 しい領域が形成されつつある。とくに鉄道の上下分離政策の導

入とその広が りは,従 来の政策手法では十分対応できなかった地域公共交通政策の空白領

域を埋める点で効力を発揮 し,政 策手法 としての社会的信頼を高めつつある⑫①。上下分離

政策には該当 しないものの,新 しい鉄軌道の整備プロジェク トや不採算鉄道輸送の地元企

業への委譲に際 してイ ンフラ費用に関する公的負担スキームづ くりを進める事例が各地で

増加 し,国 がこれを支援するための新たな公的支援制度を整備するという従来はあまり見

られなか った地方主導 による公的支援 システムづ くりの流れ も生 じつつある⑫1)。わが国で

は以前か ら専門家や関係者の間で地域交通政策に関する意思決定の地方分権化一地域化一

を求める声がつよかったが,一 連の規制緩和政策を契機に地元中心の積極的な取 り組みが

開始されたことは,ロ ーカルな政策理念や政策フレームと整合的な地域公共輸送の再生や

高品質化への取 り組みを誘導 し活発化するという点で望ましい現象であると言える。

ただ し地域公共輸送の充実をはかるには単独の自治体の努力だけでは十分これに対応で

きない場合 も多い。公共輸送をはじめ地域の交通政策上の課題が複数の自治体にまたがる

場合は自治体の境界を越えた広域的な取 り組みが必要となる。それには交通政策や交通計

画に関する権限や責務を付与することにより確固たる政策目標を策定 し,さ らに目標実現

のたあの効率的,効 果的な方策を講 じるたあの広域的な意思決定機構の構築が必要とされ

よう。地域公共輸送に対する公的支援システムの拡充は,各 種公的助成の受け手であると

同時にその配分を決定 し,同 時に自らも公的支援の財源を調達する権限と能力を持った意

思決定機構の存在を地方側に求めることになろう。交通政策はまた環境問題,住 宅問題,

福祉政策,廃 棄物対策など当該地域における各種の地域公共政策と密接に関わるため,こ

(2① 鉄道の上下分離政策のバ ラエテ ィとその政策的意義お よび上下分離政策 と市場の失敗現象 との

関連づ けに関 して は斎藤[2002],斎 藤[2005]を 参照せ よ。な お,世 界諸 国にお ける鉄道 の上

下分離政策を総合的 に研究 したNash,C.A.[2006],Nash,C.A.etal.[2007]と 比較すれば,

鉄道輸送の再生(自 立)お よび競争原理の導入(鉄 道イ ンフラに対す るオー プンア クセス ・ルー

ル)を 目的 とす るEU諸 国な どの鉄道の上下分離政策 に比べ,日 本の上下分離政策の多 くが鉄道

整備計画の事業化を果たすべ く投資費用の分担 ・投資 リス クの分散を 目的 に導入 されてい る状況

は世界的 に見て珍 しい現象であ るといえ る。

⑳ 「地域公共交通 の活性化及 び再生 に関す る法律」(2007年10月 施行)は,LRT整 備 やオムニバ

ス タウンの推進な ど地方 自治体が行 う公共輸送再生計画 に対す る国の支援を定めた法律で,例 え

ばLRT整 備の場合,公 有民営型 の上下分離方式 の導入 を前提 に国 と地 方が公的支援 の連携を行

うことを定めてい る。
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の種の広域的な意思決定機構を交通以外の各種公共政策を広 く管轄する組織体として想定

することも現実的で もある。わが国では地域輸送に関わる鉄道やバスの運賃は国の運賃規

制の対象とされているため,地 域公共交通政策を仕切る権限の地方分権化が進めば運賃政

策に関する国と地方の機能分担にも変化が生 じることが予想できる。
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